
⼤分県⻄部振興局⻑ ⼩野 ⾼寛

⼀

⼆ 本案件は、令和５年発⽣災害に伴う特例措置の対象⼯事である。
三 本案件は、総合評価落札⽅式における「特定⼯事」として指定する⼯事である。

第１ 競争に付する事項
１ ⼯事名 Ｒ ７⻄局復旧第１０１号⼭ノ⼝地区治⼭⼯事
２ ⼯事場所 ⽇⽥市⼤字⼭⽥字⼭ノ⼝
３ ⼯期 295⽇間

４ ⼯事概要

５ 予定価格 45,364,000円

公 告

 次のとおり、⼀般競争⼊札を⾏うので、地⽅⾃治法施⾏令（昭和22年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び⼤分県契約事務規則
（昭和39年⼤分県規則第２２号）第２１条の規定に基づき公告する。

令和8年1⽉30⽇

この⼯事は、【任意着⼿⽅式】の余裕期間制度の適⽤⼯事です。
（１）本⼯事は、受注者の円滑な⼯事施⼯体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を⾏うこ
とができる余裕期間を設定した⼯事であり、発注者が⽰した⼯事着⼿期限までの間で、受注者は⼯事の始期を任意
で設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式−１により、⼯事の始期を通知すること。
（２）余裕期間は、現場代理⼈及び主任技術者⼜は監理技術者を設置することを要しない。
（３）余裕期間は、現場に搬⼊しない資材等の準備を⾏うことができるが、資材の搬⼊、仮設物の設置等、⼯事に
着⼿してはならない。なお、余裕期間内に⾏う準備は受注者の責により⾏うものとする。
（４）契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、⼯期に係る契約を
変更することにより、⼯事に着⼿することができるものとする。
（５）低⼊札価格調査等により、⼯事の終期が年度を跨ぐこととなった場合には、余裕期間は適⽤しない。
 別記様式を含む、余裕期間の詳細は、「⼤分県農林⽔産部及び⼟⽊建築部発注⼯事における余裕期間制度実施要
領」を参照のこと。⼤分県ホームページ内（https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/yoyuukikanseido.html）に掲
載。

本案件は、電⼦⼊札システムを利⽤して⾏う電⼦⼊札対象案件である。電⼦⼊札の取扱いはこの公告に定めるもののほか、⼤分県
電⼦⼊札運⽤基準による。

NO.3⾕⽌⼯ V=432.6ｍ3

（※予定価格×100／110＝41,240,000円）

1/20



第２ 競争⼊札に参加する者に必要な資格に関する事項

１ 企業
次の表にて、（１）から（４）の全ての要件を満たしていること。
区分 要件 備考

（１） 業種 ⼟⽊⼀式⼯事

（２） 等級 Ａ等級に格付けされていること。

（３） 許可区分
特定⼜は⼀般建設業の許可を有するこ
と。

建設業法第３条第１項第１号⼜は第２号

（４）
総合評定値
（Ｐ点）

下記３の（２）のとおり ※⼟⽊⼀式に係るＰ点

２ 配置予定技術者

区分 要件
（１） 国家資格等 上記１の（１）の業種に係る建設業法第７条第２号⼜は第１５条第２号の資格を有すること。
（２） 雇⽤関係等 契約⽇の前⽇までに直接的な雇⽤関係があること。

ただし、配置予定技術者の兼務等は「別添 配置予定技術者の兼務等」を参照すること。

３ 本店所在地等

区分 要件

（１） 本店所在地 ⽇⽥⼟⽊事務所管内 玖珠⼟⽊事務所管内 −

（２）
総合評定値
（Ｐ点）

− 992点以上 −

注意事項
（１） 「本店」とは、建設業法に基づく主たる営業所とする。
（２）

ただし、公告⽇前１年間に、⼤分県農林⽔産部から「契約後ＶＥ提案に関する優遇措置通知書（以下、「優遇通知書」という。）」を受け
ている場合（⼯種は⼀般⼟⽊とし、認められた応札回数の範囲内に限る。）は、本店所在地に係わらず、他の要件を満たしていれば、⼊札
に参加できる。（※第３の５（１）の期間内に、⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班へ優遇通知書（原本）を持参のうえ提出するこ
と。）

総合評定値（Ｐ点）は、⼟⽊⼀式に係るものとし、審査基準⽇を令和5年10⽉1⽇〜令和6年9⽉30⽇の間とする総合評定値通知書
によるものとする。（合併等により⼤分県が⼊札参加資格の継承⼜は再認定を認めた場合は、この限りでない。）

本案件は、次の１から３の全ての競争参加資格を満たしている者に限り⼊札参加を認める。

⼤分県が発注する⼯事契約に係る競争⼊札に参加する者に必要な資格及び資
格審査の申請の時期等に関する告⽰（昭和39年⼤分県告⽰第４８１号）によ
る資格認定（格付）

次の表にて、（１）から（２）の全ての要件を満たす主任（監理）技術者を専任で配置できること。

次の表にて、（１）の本店所在地に対応して（２）の要件を満たしていること。
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第３ ⼊札⼿続等
１ 担当部局 ⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班

住所 ⽇⽥市城町１丁⽬１−１０（⽇⽥総合庁舎２階）
電話番号 ０９７３−２３−２２００
E-mail a11610@pref.oita.lg.jp

２ 設計図書の閲覧
（１） 閲覧期間 ⾃ 令和8年2⽉2⽇ 9:00 ⾄ 同⽉16⽇ 17:00

（２） 閲覧場所

３ 公告等に対する質問
（１） 受付期間 ⾃ 令和8年2⽉3⽇ 9:00 ⾄ 同⽉9⽇ 17:00 ※開庁⽇の開庁時間内に限る。
（２） 提出先 ⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班

（３） ⽅法等

４

（１）
質問者への
回答

質問書の提出を受けた⽇の翌⽇から起算して４⽇以内（⼟曜⽇、⽇曜⽇及び祝⽇等の休⽇を除く）

（２） 閲覧期間 ⾃ （１）の回答をした⽇ ⾄ 令和8年2⽉16⽇ 17:00

（３） 閲覧場所

５ 競争参加資格証明資料（以下、「証明資料」という。）の提出
⼊札に参加する者は、下記のとおり証明資料を提出すること。なお、作成⽅法は第６による。

（１） 提出期間 ⾃ 令和8年2⽉2⽇ 9:00 ⾄ 同⽉10⽇ 17:00

（２） 提出⽅法等

６ ⼊札書の提出
（１） 提出期間 ⾃ 令和8年2⽉12⽇ 9:00 ⾄ 同⽉16⽇ 17:00

（２） 提出⽅法等

７ ⼊札⾦額内訳書の提出（⼊札書に添付すること。）
（１） 提出期間 ⾃ 令和8年2⽉12⽇ 9:00 ⾄ 同⽉16⽇ 17:00

（２） 提出⽅法等

８ 開札
（１） 予定⽇時 令和8年2⽉17⽇ 10:00
（２） 場所 ⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班
（３） ⽴会い 開札の⽴会は、⼤分県電⼦⼊札⽴会要領による。

第４ ⼊札⾦額内訳書の作成等
１ ⼊札書の提出時に併せて、⼊札⾦額内訳書を提出すること。（提出⽅法は、第３の７による。）
２

３ 提出するファイルはＰＤＦ形式で保存されたものに限る。
４

第５ 最低制限価格⼜は低⼊札価格調査基準価格
本案件は、下記の制度を適⽤する。
区分 備考

電⼦⼊札システムによる。なお、紙⼊札(承認を受けたものに限る)による場合は封書にし、令和8年2⽉16⽇ 17:00ま
でに、⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班へ厳封のうえ、提出すること。
⼊札回数は原則として１回とする。

最低制限価格

電⼦⼊札システムによる。なお、紙⼊札(承認を受けたものに限る)による場合は封書にし、令和8年2⽉16⽇ 17:00ま
でに、⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班へ厳封のうえ、提出すること。

⼤分県共同利⽤型電⼦⼊札システム（https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/CALS/Accepter/index.jsp）による。

公告等に質問がある場合は、（１）の期間内に（２）の部署へ電送、持参、⼜は郵送（書留郵便に限る）のいずれ
かの⽅法で提出するものとする。ただし、電送で提出する場合は、提出前に電話連絡を⾏うこと。

上記３の質問に対する回答（質問書の提出を受けた場合は、下記の回答するとともに、電⼦⼊札システムにて閲覧に供する。）

⼤分県共同利⽤型電⼦⼊札システム（https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/CALS/Accepter/index.jsp）による。

電⼦⼊札システムによる。なお、電⼦⼊札システム以外の⽅法(媒体提出届を提出したものに限る)による場合は封書
にし、⼤分県⻄部振興局 総務部 総務第⼆班へ厳封のうえ提出すること。（提出期間は（１）に同じ。※開庁⽇
の開庁時間内に限る。）

当該⼯事の請負者は、⼯事完成後、⼊札時に提出した⼊札⾦額内訳書と精算額が対照出来る⼯事費内訳書を、契約担当者に提出す
ること。

作成⽅法、審査基準等は、⼊札⾦額内訳書取扱要領によること。なお、「⼊札⾦額内訳書の作成上の留意事項」を参考とするこ
と。
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別添 配置予定技術者の兼務等
本⼯事の配置予定技術者の兼務等は下記の事項のとおり取り扱う。

共通事項
兼務の該
当の可否
各種様式

建設業法第２６条第３項第１号の規定の適⽤を受ける主任技術者⼜は監理技術者の配置

(１) 各建設⼯事の請負代⾦額が１億円未満であること。
(２) 建設⼯事の⼯事現場間の距離が、監理技術者等が⼀⽇の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ⼯事現場におい

て災害、事故その他の事象が発⽣した場合において、当該⼯事現場と他の⼯事現場との間の移動時間がおおむね⽚
道２時間以内であること。

(３) 各建設⼯事の下請次数が３次以内であること。
(４) 当該⼯事現場に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（連絡員）を各⼯事現場に置く

こと。なお、連絡員は⼟⽊⼀式⼯事に関する実務経験を１年以上有する者とする。
(５) 当該⼯事現場の施⼯体制を監理技術者等が情報通信技術を利⽤する⽅法により確認するための措置を講じているこ

と。
(６) 当該建設⼯事を請け負った建設業者が⼈員の配置を⽰す計画書を作成し、各⼯事現場に備え置くこと。
(７) 監理技術者等が当該⼯事現場以外の場所から当該⼯事現場の状況の確認をするために必要な映像及び⾳声の送受信

が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を⽤いた通信を利⽤することが可能な環境が確保されているこ
と。

(８) 兼務する建設⼯事の数は２件までであること。
(９) 兼務できる⼯事は⼤分県内の⼯事であること。

(１) （別記様式１）「建設業法第２６条第３項第１号（専任特例１号）の規定の適⽤を受ける主任技術者⼜は監理技術
者の兼務届」

(２) （別記様式２）「省令１７条の２に基づく⼈員の配置を⽰す計画書（建設業法第２６条第３項第１号：専任特例１
号）」

建設業法第２６条の５の規定の適⽤を受ける営業所技術者⼜は特定営業所技術者の配置

(１) 営業所技術者⼜は特定営業所技術者が置かれている営業所で契約締結された建設⼯事であること。
(２) 当該建設⼯事の請負代⾦額が１億円未満であること。
(３) 営業所技術者等を置こうとする営業所と⼯事現場間の距離が、⼀⽇の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ⼯

事現場において災害、事故その他の事象が発⽣した場合において、当該⼯事現場と他の⼯事現場との間の移動時間
がおおむね⽚道２時間以内であること。

(４) 当該建設⼯事の下請次数が３次以内であること。
(５) 営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（連絡員）を営業所及び⼯事現場に置くこと。なお、

連絡員は⼟⽊⼀式⼯事に関する実務経験を１年以上有する者とする。
(６) 各⼯事現場の施⼯体制を営業所技術者等が情報通信技術を利⽤する⽅法により確認するための措置を講じているこ

と。
(７) 当該建設⼯事を請け負った建設業者が⼈員の配置を⽰す計画書を作成し、各⼯事現場に備え置くこと。
(８) 営業所技術者等が営業所から当該⼯事現場の状況の確認をするために必要な映像及び⾳声の送受信が可能な情報通

信機器が設置され、かつ、当該機器を⽤いた通信を利⽤することが可能な環境が確保されていること。
(９) 兼務する建設⼯事の数は１件までであること。

(１０) 兼務できる⼯事は⼤分県内の⼯事であること。
(１１) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な関係にあること。

本案件は、建設業法第２６条の５の規定の適⽤を受ける営業所技術者⼜は特定営業所技術者（以下「営業所技術者等」という。）を
配置に係る対象⼯事です。
１ 配置
の取扱い

本⼯事で、営業所技術者等の配置を⾏う場合は以下の（１）〜（１１）の要件を全て満たさなければならない。

２ 提出
書類

本⼯事に監理技術者等の配置をする場合、落札決定後、現場代理⼈等通知書等の提出時と併せて以下の書類の提出を求め
る。

各種事項により技術者の兼務を予定している場合は、該当の可否を公告等に対する質問の受付期間内に発注者へ確認して
ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/kensetsu-yoshiki.htmlからダウンロードしてください。

本案件は、建設業法第２６条第３項第１号（専任特例１号）の規定の適⽤を受ける主任技術者⼜は監理技術者（以下、「監理技術者
等」という。）に係る対象⼯事です。なお、同⼀の主任技術者⼜は監理技術者は建設業法第２６条第３項第１号（専任特例１号）を
活⽤した⼯事現場と建設業法第２６条第３項第２号（専任特例２号）を活⽤した⼯事現場を兼務できない。
１ 配置
の取扱い

本⼯事で、監理技術者等の配置を⾏う場合は以下の（１）〜（９）の要件を全て満たさなければならない。
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(１) （別記様式１）「建設業法第２６条の５の規定の適⽤を受ける営業所技術者等の兼務届」
(２) （別記様式２）「省令１７条の５に基づく⼈員の配置を⽰す計画書（建設業法第２６条の５）」

主任技術者の専任配置

(１) ⼯事場所間の距離が直線距離１０km以内で密接な関係があること。密接な関係とは、「⼯事の対象となる⼯作物に
⼀体性若しくは連続性が認められる⼯事⼜は施⼯にあたり相互に調整を要する⼯事」とする。

(２) 兼務する２件の⼯事の発注者が⼤分県であること。

(１) 兼務先の⼯事が既に契約履⾏中の場合
ア 兼務先⼯事の「現場代理⼈等通知書」の写し
イ 当該⼯事と兼務する⼯事の位置図

(２) 兼務先の⼯事が公告中⼜は指名通知中の場合
ア ⼊札公告の第１⾴⽬（⼯事名称、⼯事概要等の記載がある⾴）の写し⼜は指名通知書の写し
イ 当該⼯事と兼務する⼯事の位置図

３ 参考

監理技術者の専任配置

(１) ⼯事の対象が同⼀の建築物⼜は連続する⼯作物であること。
(２) 契約⼯期の重複する複数の請負契約に係る⼯事であること。
(３) 兼務する⼯事の発注者が⼤分県であること。

(１) 兼務先の⼯事が既に契約履⾏中の場合
兼務先⼯事の「現場代理⼈等通知書」の写し

(２) 兼務先の⼯事が公告中⼜は指名通知中の場合
⼊札公告⽂の第１⾴⽬（⼯事名称、⼯事概要等の記載がある⾴）の写し⼜は指名通知書の写し

３ 参考

２ 提出
書類

契約時に（別記様式１）「専任を要する監理技術者の兼務届」を、解除時に（別記様式２）「専任を要する監理技術者の
兼務解除届」を提出してください。

監理技術者制度運⽤マニュアル三（２）
契約⼯期の重複する複数の請負契約に係る⼯事であって、かつ、それぞれの⼯事の対象が同⼀の建築物⼜は連続する⼯作
物である場合については、全体の⼯事を当該建設業者が設置する同⼀の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を⾏うこと
が合理的であると考えられることから、全ての注⽂者から同⼀⼯事として取り扱うことについて書⾯による承諾を得た上
で、これら複数の⼯事を⼀の⼯事とみなして、同⼀の監理技術者等が当該複数⼯事全体を管理することができる。

２ 提出
書類

契約時に（別記様式１）「専任を要する主任技術者の兼務届」を、解除時に（別記様式２）「専任を要する主任技術者の
兼務解除届」を提出してください。

建設業法施⾏令第２７条第２項
前項に規定する建設⼯事のうち密接な関係のある⼆以上の建設⼯事を同⼀の建設業者が同⼀の場所⼜は近接した場所にお
いて施⼯するものは、同⼀の専任の主任技術者がこれらの建設⼯事を管理することができる。

本案件は、専任の監理技術者の兼務に係る対象⼯事です。
１ 配置
の取扱い

専任の監理技術者は次の条件を全て満たす⼯事では、監理技術者制度運⽤マニュアル三（２）により兼務を認めます。

１ 配置
の取扱い

専任の主任技術者は次の条件を全て満たす⼯事は、建設業法施⾏令第２７条第２項により兼務を認めます。なお、兼務可
能件数は２件とします。

２ 提出
書類

本⼯事に営業所技術者等の配置をする場合、落札決定後、現場代理⼈等通知書等の提出時と併せて以下の書類の提出を求
める。

本案件は、請負代⾦額が４，５００万円以上の⼯事に配置する主任技術者（以下「専任の主任技術者」という。）の兼務に係る対象
⼯事です。なお、専任の監理技術者には適⽤しない。
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別添２ 証明資料作成における注意事項
証明事項等 提出様式 注意事項

１ 表紙 別記様式
１

当該様式が添付されていない場合は、競争参加資格を満たしていないこととし、⼊札無効として
取り扱う。なお、紙媒体により提出する場合は、必ず代表者（委任者）印を押印すること。

２ 企業に対する競争参加資格等
（１） 総合評定値

（Ｐ点）
別記様式
２

第２の１の（４）に係る総合評定値（P点）を技術資料様式３に記載すること。（審査基準⽇が
令和5年10⽉1⽇〜令和6年9⽉30⽇の間とするもので直近のもの。）合併等により⼤分県が⼊札
参加資格の承継⼜は再認定を認めた場合は、合併（譲渡）時等経審に係るものとし、総合評定値
通知書の写しを添付すること。
当該様式が添付されていない場合（競争参加資格に係る事項が記載されていない場合を含む。）
及び提出された資料により競争参加資格が確認できない場合は、⼊札無効として取り扱う。

３ 配置予定技術者に対する競争参加資格等
（１） 保有する資

格等
別記様式
３

第２の２に係る競争参加資格の対象となる配置予定の主任（監理）技術者の資格等を別記様式３
に記載すること。
記載した事項で、競争参加資格が確認できるよう免許（監理技術者資格者証）等の写し及び直接
的かつ恒常的な雇⽤関係の証明資料（監理技術者資格者証、健康保険・厚⽣年⾦被保険者標準報
酬決定通知書の写し等）を添付すること。添付資料は、該当する者についてしるし等でわかるよ
うに表記すること。また、基礎年⾦番号等の証明に不必要な個⼈情報を⿊塗りすること。
当該様式が添付されていない場合（競争参加資格に係る事項が記載されていない場合を含む。）
及び提出された資料により、競争参加資格が確認できない場合は⼊札無効として取り扱う。

実務経験証明書は建設業法施⾏規則第三条様式第九号に準じる。「証明者」は、原則として使⽤
者（法⼈の場合は代表者、個⼈の場合は当該本⼈）でなければならない。ただし、法⼈の解散等
の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とすることができるものとし、この場合、
「備考」欄にその旨を記載すること。

（２） 配置予定技
術者の記載
に係る注意
事項

− ア 配置予定の技術者として複数の候補技術者を記載する場合
公告第２の２に掲げる要件を満たしていない（満たしていることが確認できない場合を含む。）
技術者を記載していた場合､当該技術者は配置予定の技術者として認めないものとする。
記載した全ての技術者が配置予定技術者として認められない場合は、競争参加資格を満たしてい
ないものとし、⼊札を無効として取り扱う。
イ 同⼀の技術者を重複して複数の⼯事の配置予定の技術者とする場合
⼊札後に配置予定の技術者が配置できないこととなった場合は、開札予定⽇時（低⼊札価格調査
を⾏う場合は落札決定の前）までに発注者に対し、その旨を記した書⾯（任意様式）を提出する
こと。（開札後の書⾯提出は受け付けない。）なお、この場合の⼊札は無効扱いとする。
前記書⾯を提出することなく、落札（予定）者となり、配置予定の技術者を配置することができ
ない場合（病気、死亡、退職等やむを得ない場合を除く。）は、指名停⽌要領に基づく指名停⽌
を⾏う。

４ 本店等所在地
（１） 建設業法上

の主たる営
業所（本
店）の所在
地

− 下記５の経営規模等評価結果通知書の写しにより、本店所在地を確認する。通知後、所在地に変
更があった場合は、当該事実が確認できる資料（建設業法第１１条の規定に基づく変更届出書写
し等）を併せて提出すること。
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証明事項等 提出様式 注意事項
５ 建設業法に基づく経営事項審査

（１） 開札予定⽇
現在で有効
な経営事項
審査等

別記様式
２

開札予定⽇現在で有効な経営事項審査を受けていることを確認する。
経営規模等評価結果通知書（開札予定⽇現在で有効で直近のもの）の通知⽇及び審査基準⽇を別
記様式２に記載すること。
以下に該当する者は、原則、経営規模等評価結果通知書の写しを提出すること。
・国⼟交通⼤⾂許可の者
・⼤分県知事以外の都道府県知事許可の者
・⼤分県知事許可の者で合併等により⼤分県が⼊札参加資格の承継⼜は再認定を認めた者
※提出が必要で提出されていない場合は、競争参加資格がないものとして取り扱う。ただし、事
前に発注者の承認を得て、その他の資料が提出された場合は除く。

経営規模等評価結果通知書の有効期間：
審査基準⽇（決算⽇）から起算して１年７ヶ⽉の間となる。結果通知書を受け取ってからの期間
でない。

※本案件に係る競争参加資格の確認は、公告等で明⽰したものを除き、開札予定⽇を基準として判断する。
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別記様式１ （⽤紙Ａ４）
令和  年  ⽉  ⽇

⼤分県⻄部振興局⻑ ⼩野 ⾼寛 殿
住所：

商号⼜は名称：                                    ㊞
代表者⽒名：

（電⼦⼊札システムにより提出する場合、代表者印は省略可）

提 出 様 式 名 添 付 資 料

２ 企業に対する競争参加資格等

(１) 総合評定値（Ｐ点） □ 別記様式２
□ ・合併等に該当しないため添付省略
□ ・総合評定値通知書の写し （審査基準⽇が令和5年10⽉1⽇〜 令和6年9⽉30⽇の間で直近のもの。）

３ 配置予定技術者に対する競争参加資格等

(１) 保有する資格等 □ 別記様式３

□ ・免許等の写し
□ ・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証等の写し
□ ・健康保険被保険者証、健康保険･厚⽣年⾦被保険者標準報酬決定通知書の写し等（該当する者についてしるし
等でわかるように表記すること。また、基礎年⾦番号等の証明に不必要な個⼈情報を⿊塗りすること。）
□ ・実務経験証明書
□ ・その他（                          ）
□ ・雇⽤関係の証明資料（健康保険被保険証の写し等）は、契約書類提出時に添付します。（令和５年発⽣災害
に伴う特例措置に該当。）

４ 本店等所在地

(１) 建設業法上の主たる営業所（本
店）の所在地

−

□ ・合併等に該当しない⼤分県知事許可かつ、所在地変更がないため添付省略
□ ・開札予定⽇現在で有効な経営規模等評価結果通知書の写し
□ ・建設業法に基づく１１条の変更届出書の写し
□ ・その他（                          ）

５ 建設業法に基づく経営事項審査

(１) 開札予定⽇現在で有効な経営事項
審査等

□ 別記様式２
□ ・合併等に該当しない⼤分県知事許可のため添付省略
□ ・開札予定⽇現在で有効な経営規模等評価結果通知書の写し
□ ・その他（                          ）

注意事項
１．提出する様式名及び添付資料の□に✓（⼜は■）を記⼊すること。（｢その他｣の場合は、資料名称も記⼊すること。）
２．開札予定⽇現在で有効な経営事項審査を確認するため、以下に該当する者は、原則、経営規模等評価結果通知書（開札予定⽇現在で有効で直近のもの）の写しを提出すること。
・国⼟交通⼤⾂許可の者
・⼤分県以外の都道府県知事許可の者
・⼤分県知事許可の者で合併等により⼤分県が⼊札参加資格の承継⼜は再認定を認めた者
※提出が必要で、提出されていない場合は、競争参加資格がないものとして取り扱う。ただし、事前に発注者の承認を得て、その他の資料が提出された場合は除く。

経営規模等評価結果通知書の有効期間：
審査基準⽇（決算⽇）から起算して１年７ヶ⽉の間となる。結果通知書を受け取ってからの期間でない。

（R８）

競争参加資格証明資料の提出について

公告⽇： 令和8年1⽉30⽇

上記⼯事に係る競争参加資格証明資料を下記のとおり提出します。
なお、公告に掲げる資格要件を満たすこと並びに資料の内容は、事実と相違ないことを誓約します。

証 明 事 項 等
（ 公 告 第 ２ に 係 る 競 争 参 加 資 格 ）

⼯事名： Ｒ ７⻄局復旧第１０１号⼭ノ⼝地区治⼭⼯事
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別記様式２ （⽤紙Ａ４）

会社名：

(１) 総合評定値（Ｐ点）

(２) 開札予定⽇現在で有効な経営事項審査等
開札予定⽇現在で有効な経営規模等評価結果通知書の通知⽇及び審査基準⽇を記載すること。
①通知年⽉⽇：（令和  年  ⽉  ⽇）
②審査基準⽇：（令和  年  ⽉  ⽇）
（注１）
 以下に該当する者は、原則、開札予定⽇現在で有効な経営規模等評価結果通知書（開札予定⽇現在で有効で直近のもの）の写しを提出すること。
 ・国⼟交通⼤⾂許可の者
 ・⼤分県以外の都道府県知事許可の者
 ・⼤分県知事許可の者で合併等により⼤分県が⼊札参加資格の承継⼜は再認定を認めた者
 ※提出が必要で、提出されていない場合は、競争参加資格がないものとして取り扱う。ただし、事前に発注者の承認を得て、その他の資料が提出された場合は除く。

経営規模等評価結果通知書の有効期間：
審査基準⽇（決算⽇）から起算して１年７ヶ⽉の間となる。結果通知書を受け取ってからの期間でない。

(R８)
企業に対する競争参加資格等

⼟⽊⼀式に係る総合評定値（Ｐ点）を記載すること。ただし、審査基準⽇を令和5年10⽉1⽇から 令和6年9⽉30⽇とする総合評定値通知書のうち直近のものによる。

※総合評定値（Ｐ点）          点
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別記様式３ （⽤紙Ａ４）

会社名：

(１) 配置予定技術者の保有する資格等
第２の２に掲げる競争参加資格に留意のうえ、保有する資格等を記載すること。

⽒ 名 ⽣ 年 ⽉ ⽇    年  ⽉  ⽇

雇 ⽤ 年 ⽉ ⽇

資 格 名 称

取 得 年 ⽉ ⽇    年  ⽉  ⽇ 登 録 番 号

注意事項
１ 配置予定の技術者に複数の候補技術者を記載する場合は、技術者ごとに作成すること。ただし、いずれの候補技術者も競争参加資格の要件を満たしていること。
２

法 令 に よ る
資 格 ・ 免 許

 

令和５年発⽣災害に伴う特例措置により、今後雇⽤予定の者を配置予定技術者とする場合は、「雇⽤年⽉⽇」の欄に雇⽤予定の年⽉⽇を記⼊すること。なお、この場合
は、国家資格等に係る競争参加資格を満たしていることが確認できる書類（免許証の写し等）のみを証明資料として添付し、雇⽤関係を証明する資料（健康保険・厚⽣年
⾦被保険者標準報酬決定通知書の写し等）は、契約書類提出時に添付すること。（証明資料提出時に、健康保険・厚⽣年⾦被保険者標準報酬決定通知書の交付が間に合わ
ない等の理由により添付できない場合も同様とする。）また、契約書類提出時にも、健康保険・厚⽣年⾦被保険者標準報酬決定通知書の交付が間に合わない場合は、雇⽤
契約書の写しや雇⽤証明書等の雇⽤関係が証明出来る書類を添付することとし、交付後速やかにその写しを発注者あて提出すること。

(R８)
配置予定技術者に対する競争参加資格等

主任（監理）技
術 者    年  ⽉  ⽇
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【⼊札⾦額内訳書の正しい記載例（⼟⽊関係⼯事）】

工事名

1 式 1,770,000 Lv1

1 式 1,690,000 Lv2

1 式 390,000 Lv3

1,300 m3 300 390,000 Lv4

1 式 1,300,000 Lv3

1,300 m3 1,000 1,300,000 Lv4

1 式 80,000 Lv2

1 式 80,000 Lv3

8 人日 10,000 80,000 Lv4

1,770,000

1 式 257,000

1 式 257,000

1 式 257,000

1 式 2,027,000

1 式 998,000

1 式 3,025,000

1 式 882,000

1 式 3,907,000

1 式 390,700

1 式 4,297,700

1 式 3,907,000 ⼊札書記載⾦額

1 式 390,700

1 式 4,297,700

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額　〇〇〇,〇〇〇円）

工事費計

  一般管理費等

工事価格

  消費税等相当額

工事費

工事価格計

  消費税等相当額計

金額

  共通仮設費(率化)

    共通仮設費率分

純工事費

  現場管理費

工事原価

    仮設工

      交通管理工

          交通誘導警備員

直接工事費計

共通仮設費計

商号又は名称 （株）▲▲▲建設⼯業

代表者氏名 〇〇 〇〇

備考

本工事費

河川工事01

  築堤･護岸

Ｒ ７西局復旧第１０１号山ノ口地区治山工事

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価

    河川土工

      掘削工

          掘削

      残土処理工

          土砂等運搬

発注業種：⼟⽊⼀式⼯事
発注⼯種：⼀般⼟⽊（河川改良⼯事）
⼊札⾦額：3,907,000円（税抜）
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【審査基準該当例（⼟⽊関係⼯事）】

工事名

1 式 1,900,000 Lv1

1 式 1,900,000 Lv2

1,900,000 ①

1 式 257,000 ②

1 式 257,000

1 式 257,000

1 式 2,157,000

1 式 998,000 ③

1 式 3,155,000

1 式 782,000 ④

-30,000

1 式 3,907,000

1 式 390,700
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

1 式 4,297,700
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

1 式 3,907,000 ⑤

1 式 390,700
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

1 式 4,297,700
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額　〇〇〇,〇〇〇円）

（株）▲▲▲建設⼯業

〇〇 〇〇

費目・工種・施工名称など 数量 備考

本工事費

河川工事01

商号又は名称

代表者氏名

Ｒ ７西局復旧第１０１号山ノ口地区治山工事

  築堤･護岸

    河川土工

単位 単価 金額

  共通仮設費(率化)

    共通仮設費率分

純工事費

  現場管理費

工事原価

  一般管理費等

直接工事費計

共通仮設費計

値引き

工事価格

  消費税等相当額

工事費

工事価格計

  消費税等相当額計

工事費計

発注業種：⼟⽊⼀式⼯事
発注⼯種：⼀般⼟⽊（河川改良⼯事）
⼊札⾦額：3,907,000円（税抜）

【取扱要領第７の（１）】
内訳書を、⼊札公告等で指定されたファイル形式（原則としてPDF

形式が指定される）以外の形式で提出した場合、無効
※発注者が、様式をExcelワークシート形式等で提供した場合で
あっても、必ず指定形式（PDF）に変換したうえで提出すること

【取扱要領第７の（５）①】
⼯事⼯種体系における⼯種・種別（各階層区分のうちレベル３相
当）以上の項⽬の記載が、⼀式で全て脱落している場合無効

【取扱要領第７の（３）】
①＋②＋③＋④＝3,937,000円と
⑤＝3,907,000円が不⼀致である場合、無効

【取扱要領第７の（４）】
値引き、減額の項⽬が計上されている場合、無効

【取扱要領第７の（２）】
⼊札⾦額（3,907,000）と不⼀致の場合、無効

法定の事業主負担額（法定福利費）の記載は、任意
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【スクラップ費等の売却費がある場合の⼊札⾦額内訳書の正しい記載例（⼟⽊関係⼯事）】

工事名

1 式 5,200,000 Lv1

1 式 5,200,000 Lv2

1 式 5,200,000 Lv3

800 m3 6,500 5,200,000 Lv4

5,200,000 ①

1 式 805,000 ②

1 式 120,000

1 式 120,000

1 式 120,000 120,000 Lv4

1 式 685,000

1 式 685,000

1 式 6,005,000

1 式 2,715,000 ③

1 式 8,720,000

1 式 1,920,900 ④

特級A(H1) 問屋店頭での買入れ価
格

-6.46 t 15,000 -96,900 控除額

-1 式 50,000 -50,000 控除額

1 式 10,494,000

1 式 1,049,400
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

1 式 11,543,400
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

1 式 10,494,000 ⑤

1 式 1,049,400
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

1 式 11,543,400
未記⼊であっても⼊
札無効としない。

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額　〇〇〇,〇〇〇円）

備考

本工事費

河川工事01

  築堤･護岸

    構造物撤去工

      構造物取壊し工

商号又は名称 （株）▲▲▲建設⼯業

代表者氏名 〇〇 〇〇

Ｒ ７西局復旧第１０１号山ノ口地区治山工事

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額

  消費税等相当額

工事費

工事価格計

  消費税等相当額計

工事費計

純工事費

  現場管理費

工事原価

  一般管理費等

  スクラップ

工事価格

          ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

直接工事費計

共通仮設費計

      木根等処分費

  共通仮設費(率化)

  共通仮設費(積上げ)

    準備費

  売却費

    共通仮設費率分

発注業種：⼟⽊⼀式⼯事
発注⼯種：⼀般⼟⽊（河川改良⼯事）
⼊札⾦額：10,494,000円（税抜）

【取扱要領第７の（３）】
①＋②＋③＋④＝10,640,900円と
⑤＝10,494,000円が不⼀致であるが、
「スクラップ」「売却費」を控除すると、①＋②＋③＋④＋控除額＝10,494,000円と
なり、⑤と⼀致するため、無効としない。

＜注意＞
「スクラップ」「売却費」の計上位置が変更
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